


 

 

（２）解除：３地域（浜松駅周辺地域、守口大日地域、寝屋川萱島駅東地域） 

       都市開発事業及び公共施設整備事業が完了し､整備の目標は概ね達成され、都市再生制度の特例等を

活用する事業は予定されていないため、都市再生緊急整備地域の指定を解除する。 

 

（３）地域整備方針の変更：9地域（東京都心・臨海地域、秋葉原・神田地域、品川駅・田町駅周辺地域、

新宿駅周辺地域、大崎駅周辺地域、渋谷駅周辺地域、池袋駅周辺地域、羽田空港南・川崎殿町・大師河

原地域、神戸ポートアイランド西地域） 

   都市開発事業の具体化及び用語等の時点更新に伴い、地域整備方針の変更を行う。 

 

※解除及び地域整備方針の変更を実施する地域以外で評価を行った４地域（羽田空港南・川崎殿町・大師

河原地域、堺東駅西地域、神戸三宮駅周辺・臨海地域、那覇旭橋駅東地域）については、現在進行中の都

市開発事業や公共施設整備が進行中であり、今後予定されている都市開発事業等を引き続き推進する必

要があるため、地域指定を継続する。 

 








